
元文本南部根元記考

草間俊一

こゝに元文本南部根元記というのは，南部叢

書がその底本とした「一元文二歳五月吉日写之」

わ奥書のあるものでなく，太田孝太郎氏所蔵

「元文六年二月八日写之」の奥書のあるものを

云うのであって，南部叢書の解題もこれを元文

本としているのを指すのである・これは上巻の

みで，下巻は失われてないが，この元文本は古

本，松川本．和田本，松井本等との異同を注記

していて興味あるものである・以下この元文本

の下巻を併せて，これがニ睨存する南部根元記の

諸伝本の何れの系統にあるものか，又それの異

同に引用せられた諸本が如何なるものであるか

について考えて見たい・

鬼づ和田本について見るに，「南部Ftl来並信

直公卸家督之事」の項に，「糠部階上墓李諸豊

謡影五預言等ノ数邦ヲ玉ワル」タ－南部

左馬守茂瞭…‥蘭倉二於テ禦書霊露等禦雷

苦孟宗志欝言ア生害シ玉ル「遠江守政行‥・‥．

本領安堵ノ卸教書を玉バリ，前代二替ラズ勤功

テ励シ玉7，且歌人ニテ都塵マシ筑波集二人リ

ヌ，彼集二速江守政行薪トル入ヤ山路二人ヌ

ラン舟引ツナク雪ノ朝川，叉家伝二一番カスミ

秋タブ霧ニマカワネハ，監ヒ忘テ鹿ヤ哺ラン，

悪霊措譜票；今完晶望詣李霊品ミ聖此歌

叡聞二達スル処ニ・‥．．・其後御庫二人ト也，」，

「義政テ南部庄司ト号ス，是叉祖父飴烈ブ振ヒ

…・減光遠近周ネシ，其後康正二年丙子翳毒

舞鶴ノ紋トナス迄和田本二守行ノ代トス・拝趨セスト
云フ「ナシノ下ニッ・ク．0枚井本或時秋田ト職1在

りシト有テ紋ノ1有，和田本ノ如ク守行ノ代トス・○
古本絵川本並此詭出ズ．0今年代ヲ二考テ松川頭書ヲ聴
置語聖二芸壷会品，南部「秋ボ安東ト確執ブ

起シ合戦ュ及7．．．（蟹鶴の紋のこと中略）．‥猟先規

ノ如ク言語岩李震票李歪等霜禦志霊品芸豊撃

蕃西大崎和賀稗貫志和遠野秋田比剛由北由利庄

内迄モ……」等とあり，殊に暗政・暗継に開し

ては，疇政男子一入もなき故に田子九郎信直を

養子として，家督を定めしが，その後疇政に男

子生れたれば，信直を嫉んでこれを謀殺せんと

したことを記し，夏に「カ・ル処工晴政ノ初子

彦三郎喘継御年十三歳警裳奈古譜主凱在ニシ

テ痘瘡ブ煩ヒ玉イシカ，忽工蓋ナク成せ玉7，

暗政大二悲歎シ給ヒ，ブヤ々々物チモ分玉ワズ，

常ハ細物クルブシク御坐シケリ，既ユ信直エバ

不快ニナリ玉へハ，重テ家督御相続卸沙汰ニモ

及ハズ，卸前代ヨリ相伝リシ代々将軍家ノ卸敦、

書等，其外御家二伝リシ卸重宝記録等タ見玉ヒ

テハ，是誰二譲ルペ寺，徒二他ノ宝ュナサンヨ

リハ不知焼捨ニハトテ，一屏二葉メ自火タカタ

宗毘憲語義妄毒悪露芸雲票砦窓焼捨給ヒゲ・

南部鼠代ノ記録等此時多クハ亡失ス……」とあ

りて，晴継は晴政に先じて亡くなりし事を述べ，

叉南部家の累代の重宝，記録の焼失した事は・

時政の狂気による焼却とし，他本並びに一般に

伝わる三戸城出火による焼失とする説を和田本

の一説として記しているに過ぎない．

以上註記の引用によって，和田本なるものゝ

記事の内容を今日残る伝本と比較して考察する

時，国史叢書本の南部根元記の記事と類似して

いる事を知る事が出来る・この事は第二項以下

に於いても同様である事は，第二項に「信直公

馬場館的射並九戸九部を討給ふ事」があり，こ

の小恵に註して「此条古本に無し，松井和田二

者に出流」とある．叉第三項に「天正元年九戸

一乱之事悪貨宗曹至農芸也」とガ，第四項の

「高田痛五郎南部へ帰参之事」の小寵に注して

「古本松川本和田木骨高田と斗蓬にあり，書中
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皆苗木松川本ハ吉兵衛と斗有り，和田本にハ軸  

五郎とあり，吉兵衛とも有り，○本書文委曲也，  

古本松川本知新委曲ならす，大意則相同」とあ  

り，項の立てかた，その記事を比較するとき，  

和田本が国史叢書本に類似する事は，第四項の  

小題が「高田殿南部へ帰参の事」とあり，その  

本文に「舎弟共讐裏乱とあることによって知る  

ことが出来る．その他和田本による註記は二十  

八街所を数える事が出来るが，次の二筒肝を除  

いては同一である．その二箇所ほ第六項「北左  

衛門北国へ使者之事」の中に，秀吉九州発向軍  

勢の着到を記しているが，その脇備の交名に  

「二召人寺西次郎助和田本寺田卜有」，「召人丸毛  

三郎兵衛和田本土丸尾卜有」とある．国史叢書本  

も寺西，丸毛で和田本の通りになっていない．  

然し丸毛の毛の如きは尾と聞達う様な字が書い  

てある屏を見ると転写の誤りとも解せられ，寺  

西と寺田も同様に解し得るとすれば，和田本は  

国史叢書本の底本となったものと同一本である  

と考えて差支えないと思う．   

而して国史叢書本ほ，その解題によれば「享  

保九甲辰年十二月五日」の奥書のあるのである  

ことほ，以上の推察と矛盾しない．荷，これと  

同一の奥書のあるものに宮崎文樺木南部根元記  

上下二審（現岩手大挙所蔵）があり，これは文政八  

年書写の奥書があり，片仮名を掃いているが，  

同一本より書写したものと思われる・これには  

国史叢書本の解題に「寛延元戊辰十一月廿一  

日」の奥書のある「後附」の迫補の部分がない．  

このことは恐らく文政八年の書写本が，国史叢  

書の底本となったものによらず，別本より書写  

したものであることを考えしめる．而してその  

別本が享保九年本の原本であるか，叢書本の底  

本が原本であるかは不明である．国史叢書本の  

「後附」の部分忙ついて述べれば，「初め光行  

公，此国に来り給ひし時，云々」と，「四戸菰  

四郎宗朝は，四戸近郷を併知して，云々」の二  

条は，元文本の第一項の未の注に，「松川氏附  

共棲聞吉日，初光行公此国二束り玉ヒシ時，云‾  

々」，叉「叉日，囚戸惑四郎宗朗ハ近郷腰細シ  

云々」と大同小異で，恐らく，寛延年問別系統  

の於川本を見て，迫補したものであると考えて  

差支えなからう．但し「根営利・穴周井合戦或  

評に日」「波打勢退散」「政策降参」「英親政実に諌  

言」の条は，元文木の下巻の失われている今日r  

その有無を確かめる事は出来ない．  

古本，松川本は「建長四年怠霊慧墨憲二八月宗  
告親王」とある如く，相並べて書かれて居る屏  

が多く，殊に前に引用せる併で明である様に，  

第一項，第二項がなく，又第五項の「北左衛門  

北国へ使者之事」の本攻に「九州御発向乃御者  

到を見るに真裏卍竺㍊奈義， とあり，第六項「志波  

没落之事」の所の顧書の部分「志和六拾六郷ハ  

空昌墓誌忘古代より御所の餞知として・…‥（宮入  

字中略）＝…・数代乃基菜一旦に頑廃しける，い  

ゎれをいかにと尋ぬるに宝謂崇苦言とある如く，  

その項目，記事の内容に於いて，大体類似して  

いる様に考えられるが，精細に之れを見れば，  

必ずしも同一であったとは云われない．殊に元  

文本の第八項に当る「比内合戦之事」の一項の  

記事は，於川本は一項は立てゝないが，「津軽  

騒動之事」の項に入てあったと考えられる．即  

ち第七項の本文に「大光寺此風聞を伝．始終叶  

ゎしとや思ひけん警官雷雲誓書管内蒜賢詰謂夏空  

霊謂蛋碧畏雪完」とあり，第八項「比内合戦之別  
の本文の註に「孟雪此霊9雷管孟遠忌怠警孟讐丈  

とある．その他元叉木の註記に．古本と松川本  

と併記してない部分を挙げ，それとこ呪存の伝本  

との比較表を一作ると．  

宝永三年本i南部叢書本  元  文  本 l享保十二年本   

絵川本和田本於  

葛西谷ニト有ワ  
於錐倉葛西ケ谷に  鎌倉に於て生害し  

玉ふ  
葛西谷ニテ  錐倉二於テ  

掛字はほかんの筆舌本に  
ホッケイと宥和田本私川本に  
ほ牧終とある也  

北左工門  
北閥一＼使  

者の項  
牧渓の筆  法ケイのノ撃 と牧痍の撃  
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来国攻志豪謂   
来国攻  ／打田原参  

陣の項  来国俊  l来国俊  

倒先手ハ松野  

嘉菅と少将氏郷なり  

松坂少将藤原ノ氏  

郷  

卸先手は松坂少将  

氏郷  卸先手は松・坂少将 氏郷  
同  上  

閑白亜中  
納言秀こ欠  

公奥州御  
教向之事  

伊達左頂大夫政宗古本和  
田本共に政宗なし  

伊達左京大夫政宗  伊達左京大夫  伊達左京大夫政宗  

嘩軽預瓢大浦右京自立之  
事   

絵川本に津軽騒動と斗有り   
外なし   

津軽騒動之事   津軽騒動之事  津軽騒動之事  小 題  

右の表によて見ると，松川本ほ享保十二年本  

に類似せるものゝ様であるが，志和授落の項に  

於いて，証記に松川本がなく，従って松川本に  

こゝ甲部分がなかったとすれば，別本の様にも  

考えられる．殊に前述の末光寺の比内卒定に関  

する記事が享保本にほない事に於いて大いなる  

相異がある．然し前に述べた第二項と第三項が  

無くて，比内合戦の項のみ入っている南部根元  

記の伝本は宮崎文庫本（硯岩手大学蔵）の増補  

本のみであるが，これほ後裾による部分が多い  

故，これをもってしてJま松川本の体裁を知る事  

が出来ない．従って享保十二年本がやゝ近いと  

云うことを知る以外ない．   

古本とほ如何なるものであるか，殊に元文年  

間に於ける古本と称すものが，当時に於いて相  

当古い伝本と考えられた事ほ疑いない肝であ  

る．これについて比較されるものほ，「信直記」  

系統の南部根元記を除いて，古い写本ほ，南部  

叢書の底本とした「元文二年本」と，太田氏原  

蔵の「宝永三丙歳孟春吉日」の記年のある「東  

奥軍記」である．而も後者は，その奥書に，「右  

ノ書ハ北氏ノ家宝也号而南部椒元記卜云亡君重  

信公御代初而此書干世顕ル共時改号而東奥軍記  

卜林ス多ク干世顕事勿レ令他出事ナカレ…」と  

あるもので，古本と称するに最も植するもので  

ある．戯し前記の表によって，古本とこの宝永  

三年本とを比較する時，異同相半ばする状態で  

あり，南部轟音本も同一本と 

殊に宝永三年本ほ第一項の書き出しが「所謂国  

二在里人則英国清家二在質入則其家必努、ト云  

り」で始められているもので苗木にほ，恐らく  

この書き出しがなかったと思われるから，元茨  

木に云う古本は，元蔵頃に宝永三年本土共に存  

した南部亜元記の異本の一つであるが，大体ほ  

叢書本系統のものであったと推察して視りがな  

いであらう．   

松井本は南部叢書の解題者が見落しているも  

のであるが，元文本が松川本と別に松井本を校  

合に用いている事ほ，第七項「津軽蔑動大浦右  

京自之事」の本文に「津軽の・妓へおしよする  
其頃津軽殿ノ、某西の一族なりとかやそのころ諸方乱世  
の拗なれノ、家IPの両々思ひ思ひ心々にて朝雄ふ人もな  

芸蔑蒜諸芸聖票濫憲差讐や」とあり・松井本は松  
川本と区別されることは明らかである．この於  

井本は和田本の肝で引用した文で明らかである  

如く，古本松川本と並べられる如く，刺田本松  

井本と並べられ，和田本に類似する系統の本で  

あることほ明らかである，然し元文本の注記に  

よれば和田本と松井本ほ幾分異っていた事ほ，  

上述の引用文にても知られるが，夫々別に註記  

されていることによって知られる．松井本ほ和  

田本に比して，その引用されている肝が少なく，  

和田本と併記されている併を除いては，前述し  
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元文本南部板元詑考 （草間）  

た双鶴の紋の阻晴継死亡の年齢の併，淳軽と  

葛西との関係の併の他に，志和捜落の事の本文  

の「岩清水右京……一 跡永く亡にけり驚芙豪富竺  
夏腎ヱ賢哲警言雪諾否ト」と・「天正元年  

九戸一乱之事」の本文に「秋巨1磯ノ助景愛  
雪空堤姦悪詣との五ケ併にすぎない・この事  

ほ元文本の底本となったものが，松井本に類似  

していたためであるのか，或は主として松井本  

によって書いたが，松井本の説を首肯し難しと  

して，他本の説をとった場合，松井本との異同  

関係を明らかにせんとしたか明らかでないが，  

或は後者であるとも考えられる．然し何れにし  

ろ，松井本は和田本系統のものであり，元叉木  

の底本も同様に考えられる．勿論元文本と和田  

本を比較する時，以上和田本の註記のある併と  

は別に，仮名の出入，動詞の出入等は相当ある  

が当時の写本の仕方がそこまで注意されなかつ  

た事ほ，今日伝わる南部根元記の伝本は相当数  

を数えるが，その点に於いて全く同一であると  

云うものを見る事が出来ない事によっても知ら  

れる．しかしその中でも殆んど正しい写本とさ  

れるものには新しい打のが多い様である．   

以上元文本南部赦元記とその引用せる諸本が，  

今月の伝本の如何なるものに類似するかについ  

て考察したが，最後に元文本が誰匿よって書か  

れたものであるかについて考えると，これは明  

らかでないが，たゞ「比内合戦之事」の項の桧  

川本を註記せる文の申こ大光寺氏の比内卒克復  

この他を信直に献ぜしことを記せる次に「干時  

天正十八年番三月始ノ事成ルニ波岡産衣都政信  
eO  

急二気色例ナラズ措悩ヨ三フ今荷志操之此説恐難  

信本書ノ説似是」とあり，こゝに云う「碕志」  

とは筆者名の如く考えられるが，その名前に相  

当する人を未だ調査することが出来なかったの  

で，こゝに特に記して巨大方の嘉致をまつ．  

附記   

太田孝太郎・華州債一共著「南部根元記考」  

（岩手史学研究十三号発表予定）に於いて，そ   

の異本考，並にその成立について述べて置い   

たが，その禰考である．従って諸伝本の解説，   

所在は一切注記を省略した．（195乳9，30）  
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